
平成２１年１２月に支給する公立大学法人九州歯科大学職員の期末手当及び勤勉手当の額

を定める規程 

 

法人規程第     １１号 

平成２１年１２月７日 

 

（平成２１年１２月に支給する公立大学法人九州歯科大学職員の期末手当の額） 

第１条 職員（公立大学法人九州歯科大学職員給与規程（平成１８年法人規程第１４号。

以下「給与規程」という。）第２条に規定する職員をいう。以下同じ。）に平成２１年１

２月に支給する期末手当の額は、給与規程第２６条第２項中「１００分の１６０」とあ

るのは「１００分の１３５」と、「１００分の１４０を」とあるのは「１００分の１１５

を」とし、これらの規定並びに給与規程第３０条第１項から第３項まで、第５項及び第

７項の規定により算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）か

ら次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」という。）に相当する額を減じ

た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給し

ない。 

（１） 平成２１年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に職員以外の者又

は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表

の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以

外の職員（以下この項において「減額改定対象職員」という。）となった者にあっ

ては、その減額改定対象職員となった日）において減額改定対象職員が受けるべ

き給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当（給与

規程第１８条第２項の理事長が別に定める額を除く。）及び管理職手当の月額の合

計額に１００分の０．２５を乗じて得た額に、同年４月からこの規程の施行の日

（以下「施行日」という。）の属する月までの月数（同年４月１日から施行日の属

する月の末日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかっ

た期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の理事長が別に定める

期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が別に定め

る月数を減じた月数）を乗じて得た額 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

給料表 職務の級 号給 

教育職給料表 

 

１級 １号給から３２号給まで 

２級 １号給から１２号給まで 

事務職給料表 １級 １号給から５６号給まで 

技術職給料表 １級 １号給から５５号給まで 

２級 １号給から１６号給まで 

看護職給料表 １級 １号給から５６号給まで 

２級 １号給から４０号給まで 

３級 １号給から１６号給まで 

４級 １号給から ４号給まで 

 

（２） 平成２１年６月１日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された

期末手当及び勤勉手当の合計額に１００分の０．２５を乗じて得た額 

（３） 平成２１年１２月１日において減額改定対象職員であった者の基準額及び同月

に支給される勤勉手当の合計額に１００分の０．２５を乗じて得た額 

（平成２１年１２月に支給する公立大学法人九州歯科大学職員の勤勉手当の額） 

第２条 職員に平成２１年１２月に支給する勤勉手当の額は、給与規程第２９条第２項中 

「１００分の７５」とあるのは「、６月に支給する場合においては１００分の７５、１ 

２月に支給する場合においては１００分の６５」と、「１００分の６７（特定幹部職員に 

あっては、１００分の８５）」とあるのは「、６月に支給する場合においては１００分の 

６７（特定幹部職員にあっては、１００分の８５）、１２月に支給する場合においては１ 

００分の５９（特定幹部職員にあっては、１００分の７７）」とし、これらの規定及び給 

与規程第３０条第１項の規定により算定される勤勉手当の額とする。 

（その他） 

第３条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、公布の日から施行する。 

 


